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自立支援医療と医療保険の特定疾病制度の併用者に係る障害者医療費国庫 

負担金の算定に関する会計検査院の是正改善の処置要求への対応について 

 

 

 この度、会計検査院から厚生労働省に対して、「自立支援医療と医療保険の特定疾病制度

の併用者に係る障害者医療費国庫負担金の算定について」（平成２６年１０月１７日２６検

第５１３号）のとおり指摘があり、会計検査院法第３４条の規定に基づき是正改善の処置

要求がなされているところである。 

実施主体においては、別紙を参照の上、制度の運用に当たり十分な確認体制の構築をお

願いしたい。 

また、各都道府県におかれては、当該通知の内容について、管内の実施主体に対する周

知をお願いするとともに、実施主体向けの定期的な研修会を開催する等、再発防止に向け

た取組を積極的に実施するようお願いしたい。 

さらに、指定自立支援医療機関に対しては、自立支援医療と医療保険の特定疾病療養受

療の併用者に対する請求事務が適正なものとなるよう留意する旨、周知するとともに、貴

管内の医師会及び薬剤師会等の関係機関に対しても、併せて周知方につき配慮されたい。 

 なお、この通知は、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２４５条の４第１項の規

定に基づく技術的助言であることを申し添える。 
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１ 自立支援医療制度の内容について 

自立支援医療制度は医療保険優先の仕組みであり、医療保険適用後の自己負担を軽減

する制度のため、まずは、医療保険における特定疾病療養受療の制度を適用し、加えて、

自立支援医療による自己負担限度額が１万円（注）より低い場合に、更に自己負担の軽減

を図るものである。そのため、自立支援医療による公費負担は、１万円と自立支援医療

による自己負担限度額の差となる。 

 なお、具体的な自立支援医療の自己負担上限額ごとのケースについては、別添「医療

保険の特定疾病療養受療と自立支援医療を併用する者の自己負担について」（平成１８

年６月１３日障精発第0613001号）の別添１及び２を参照のこと。 

（注）高額療養費制度の特例により自己負担限度額が１万円とされている（標準報酬月額等が所定額以上

の被保険者で７０歳未満の者については２万円）。 

 

２．実施主体における自立支援医療と特定疾病療養受療の併用者にかかる確認について 

（１）確認の必要性について 

「１」に記載のとおり、自立支援医療制度は医療保険が優先される仕組みであり、

特定疾病療養受療の併用者に関し、自己負担額及び公費負担額を適正に算定する必要

がある。 

こうした中で、審査支払機関においては、公費負担額及び自己負担額が適正か否か

についての審査は行っていない。そのため、実施主体においては、審査支払機関から

提供される連名簿等を活用し、自立支援医療制度に則った適正な請求であるかの確認

を必ず行うこと。 

（２）申請受付時等における確認について 

「自立支援医療費の支給認定について」（平成１８年３月３日障発第0303002号）の

「別紙２の第３の１」等により、「腎臓機能障害に対する人工透析療法の場合について

は、特定疾病療養受療証の写しを添付の上、市町村長あて申請させること」としてお

り、また、「自立支援医療費受給者証に特定疾病療養受療証の有無を記載すること」と

している。実施主体においては、これを踏まえ、申請受付時に特定疾病療養の対象者

かどうかを確認することが重要である。 

（３）具体的な確認事項について 

   別途事務連絡により、お知らせするので参考にすること。 

 

３ 今後の対応について 

  今回の指摘事項を踏まえ、各都道府県においては、自立支援医療に係る連絡会議等の

場を活用するなど、実施主体や指定自立支援医療機関等に対し、改めて制度の内容等に

ついて周知を行うほか、定期的な研修会の開催や事務処理マニュアルの配布及び随時の

更新等により、恒常的に制度の周知徹底を図るなど、より適切な対応が図られるよう、

地域の実情に応じた積極的な取組を図られたい。 


